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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクであって、複数
の開口部を有する金属層と、該開口部の開口範囲内に位置する貫通孔を有して、前記薄膜
パターンに対応する開口パターンを備えたポリイミド層との積層体からなり、
　前記ポリイミド層は単層又は複数層のポリイミドにより形成され、該ポリイミド層を形
成する主たるポリイミドが、下記式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド前駆
体をイミド化したものであり、かつ、該ポリイミド層の熱膨張係数が、面内の全ての方向
で５×１０－６／Ｋ以下であると共に、直交する二軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下
の面内方向に等方的なものであり、また、前記金属層がインバー又はインバー合金により
形成されることを特徴とする蒸着マスク。
【化１】
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　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化２】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
【化３】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【請求項２】
　前記ポリイミド層を形成する主たるポリイミドが、前記式（１）で表される構造単位を
６０モル％以上含んだポリイミド前駆体をイミド化したものであることを特徴とする、請
求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項３】
　前記ポリイミド層は、波長５００ｎｍでの光透過率が６０％以上であり、かつ、波長３
５５ｎｍ及び／又は波長３０８ｎｍでの光透過率が５０％以下であることを特徴とする、
請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項４】
　前記ポリイミド層を構成する主たるポリイミドが、含フッ素ポリイミド又は脂環式ポリ
イミドであることを特徴とする、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項５】
　前記金属層と前記ポリイミド層とが、接着剤を介すことなく積層されていることを特徴
とする、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項６】
　前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、該ポリイミド層を形成する主たるポ
リイミドの熱膨張係数が、それ以外のポリイミドの熱膨張係数より小さいことを特徴とす
る、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項７】
　前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、前記金属層に接するポリイミドの熱
膨張係数が、当該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より大きいことを特
徴とする、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項８】
　前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、前記金属層に接するポリイミドの熱
膨張係数が、当該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より小さいことを特
徴とする、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項９】
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　前記ポリイミド層が３つ以上の複数層のポリイミドからなり、表面と裏面を形成する最
表面の２つのポリイミドの熱膨張係数が、これら最表面のポリイミドに挟まれた中間層を
形成するポリイミドの熱膨張係数に比べて大きく、また、最表面を形成するいずれか一方
のポリイミドが前記金属層に接することを特徴とする、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項１０】
　前記ポリイミド層は、金属層の面内で２以上に分割して積層されていることを特徴とす
る、請求項１に記載の蒸着マスク。
【請求項１１】
　被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方法であ
って、熱膨張係数が面内の全ての方向で５×１０－６／Ｋ以下であると共に、直交する二
軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下の面内方向に等方的な熱膨張係数を備えたポリイミ
ド層と金属層とを積層して、金属層に複数の開口部を形成するか、又は、複数の開口部を
有する金属層と熱膨張係数が面内の全ての方向で５×１０－６／Ｋ以下であると共に、直
交する二軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下の面内方向に等方的な熱膨張係数を備えた
ポリイミド層とを積層させた後、金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫
通させて、前記薄膜パターンに対応する開口パターンを形成するにあたり、
　前記ポリイミド層は単層又は複数層のポリイミドにより形成され、該ポリイミド層を形
成する主たるポリイミドが、下記式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド前駆
体をイミド化したものであり、
　前記金属層がインバー又はインバー合金により形成されることを特徴とする蒸着マスク
の製造方法。

【化４】

　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化５】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
【化６】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
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ある。
【請求項１２】
　被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方法であ
って、
　塗工基材上に下記式（１）で表わされる構造単位を有したポリイミド前駆体を含む液状
組成物を塗布し、加熱して、塗工基材上に熱膨張係数が面内の全ての方向で５×１０－６

／Ｋ以下であると共に、直交する二軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下の面内方向に等
方的な熱膨張係数を備えたポリイミド層を形成する工程、
　前記ポリイミド層上にインバー又はインバー合金により形成された金属層を積層して、
金属層に複数の開口部を形成するか、又は、前記ポリイミド層上にインバー又はインバー
合金により形成されて複数の開口部を有する金属層を積層させる工程、
　前記ポリイミド層と前記塗工基材とを分離する工程、及び、
　前記金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて、前記薄膜パター
ンに対応する開口パターンを形成する工程、
を含むことを特徴とする蒸着マスクの製造方法。
【化７】

　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化８】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
【化９】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【請求項１３】
　被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方法であ
って、
　固定部材上にインバー又はインバー合金により形成された金属層を固定する工程、
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　前記金属層の表面に下記式（１）で表わされる構造単位を有したポリイミド前駆体を含
む液状組成物を塗布し、加熱して、金属層上に熱膨張係数が面内の全ての方向で５×１０
－６／Ｋ以下であると共に、直交する二軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下の面内方向
に等方的な熱膨張係数を備えたポリイミド層を形成する工程、
　前記金属層と前記固定部材とを分離する工程、
　前記金属層に複数の開口部を形成する工程、及び、
　前記金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて、前記薄膜パター
ンに対応する開口パターンを形成する工程、
を含むことを特徴とする蒸着マスクの製造方法。
【化１０】

　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化１１】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、

【化１２】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【請求項１４】
　磁性体からなる金属層とポリイミド層とが積層されて、被蒸着体上に一定形状の薄膜パ
ターンを蒸着形成するための蒸着マスク用の積層体であって、前記ポリイミド層の熱膨張
係数が、面内の全ての方向で５×１０－６／Ｋ以下であると共に、直交する二軸方向での
差が２×１０－６／Ｋ以下の面内方向に等方的なものであり、また、該ポリイミド層が単
層又は複数層のポリイミドから形成されると共に、主たるポリイミドが、下記式（１）で
表わされる構造単位を有するポリイミド前駆体をイミド化したものであり、また、前記金
属層がインバー又はインバー合金により形成されることを特徴とする蒸着マスク用積層体
。
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　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化１４】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
【化１５】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【請求項１５】
　磁性体からなる金属層とポリイミド層とが積層されて、被蒸着体上に一定形状の薄膜パ
ターンを蒸着形成するための蒸着マスク用積層体の製造方法であって、
　前記金属層の表面にポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗布して塗布層を形成する工
程、及び、
　前記塗布層を加熱して、前記金属層上にポリイミド層を形成する工程、
を含み、前記液状組成物が、下記式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド前駆
体を含んで、前記金属層上に形成されたポリイミド層の熱膨張係数が、面内の全ての方向
で５×１０－６／Ｋ以下であると共に、直交する二軸方向での差が２×１０－６／Ｋ以下
の面内方向に等方的なものにし、また、前記金属層がインバー又はインバー合金により形
成されることを特徴とする蒸着マスク用積層体の製造方法。

【化１６】

　但し、Ｒ１は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
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【化１７】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。）、
　Ｒ２は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、

【化１８】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【請求項１６】
　前記金属層の表面に塗布層を形成する工程に先駆けて、固定部材上に金属層を固定する
工程を含むことを特徴とする、請求項１５に記載の蒸着マスク用積層体の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクに係
るものであって、例えば有機ＥＬ表示装置等で必要な高精細な薄膜パターンの形成を可能
にする蒸着マスク及びその製造方法並びに蒸着マスク用積層体及びその製造方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、有機ＥＬ表示装置は、テレビのような大型ディスプレイをはじめ、携帯電話、
パソコン、スマートフォンなどの小型ディスプレイや、照明等に使用されている。この有
機ＥＬ表示装置では、支持基材であるガラスや樹脂からなる被蒸着体（被蒸着基板）上に
薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴ）を形成し、更に電極、発光層、電極を順次形成して、
最後に別途ガラス基板や多層薄膜等で気密封止して作られる。
【０００３】
　従来、有機ＥＬ表示装置の発光層、カソード電極の形成には、被蒸着体に対して蒸着す
べき領域には、例えば、多数の微細な開口部を配列してなる金属層のみからなる蒸着マス
クが使用されていた。その際、一般には、薄膜パターンに対応した開口部が金属層のエッ
チング等により形成されるため、開口部を高精度に形成することは困難であった。また、
近年の生産性の向上のために、被蒸着体の大型化による生産性の向上や、有機ＥＬ表示装
置の大型化に対応する必要があるため、蒸着マスクにも大型化の要請が高まってきている
。ところが、このような大型化に伴い蒸着マスクの重量も増大することなどから、精密な
位置制御が困難になるといった問題がある。
【０００４】
　そこで、金属層単体での蒸着マスクの問題を解決するために種々の検討がなされており
、例えば、特許文献１には、金属マスクと樹脂マスクを接着剤で張り合わせた蒸着マスク
が開示されている。また、特許文献２には可視光を透過する樹脂製のフィルムと金属製板
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体とを面接合した蒸着マスクが開示されている。このうち、特許文献１には、樹脂マスク
の材料としては、レーザー加工等によって高精細な開口部を形成可能であり、熱や経時変
化が小さく、軽量な材料が好ましいことが記載されており、このような材料として、ポリ
イミド、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリエステル、ポリエチレン、ポリビニルアル
コール、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリスチレン等が例示されている。また、
特許文献２には、ポリイミドは耐熱性が高く、かつ開口部を精度良く形成できる点で好ま
しいことが開示されている。しかしながら、いずれにおいても、樹脂マスクの特性に関す
る具体的な検討や、それを有する具体的な樹脂についてまでは開示されていない。
【０００５】
　樹脂マスクの特性に関しては、例えば、特許文献３には、厚みを１０μｍ以下程度に薄
くすることで、樹脂マスクを形成する樹脂層の熱膨張率の影響を小さくできることが開示
されている。また、特許文献４には、熱膨張係数が直交二軸で異なる、異方性を有するポ
リイミドフィルムと磁性金属を用いた蒸着マスクが開示されている。しかしながら、これ
ら特許文献３及び４を含めて、金属層に樹脂層が積層された従来の積層タイプの蒸着マス
クでは、反りの抑制が困難であって、薄膜パターンの精度において問題が生じてしまうお
それがある。なお、例えば、特許文献５には、ポリイミド層と銅箔のような導体とからな
るフレキシブルプリント配線板が開示されており、ポリイミド層を多層構造にして、その
一部に低熱膨張性のポリイミドを含めることが記載されているが、フレキシブルプリント
配線板のように可撓性が求められる積層体と、蒸着マスクのような薄膜パターンの蒸着精
度が求められる積層体とでは設計事項や技術的思想が異なり、フレキシブルプリント配線
板では、ポリイミドに可撓性が必要とされるため、柔軟な骨格のポリイミドを含み、また
、銅箔との熱膨張係数を整合するために、熱膨張係数は１５×１０-6／Ｋ以上であること
が求められる。一方で、フレキシブルプリント配線板は、その長さが数ｍｍから数ｃｍで
あるのに対し、蒸着マスクでは１ｍを超える距離での高い位置精度が求められてきている
ため、より低熱膨張性が要求される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－１６３８６４号公報
【特許文献２】特開２０１３－８３７０４号公報
【特許文献３】特開２０１５－１２９３３３号公報
【特許文献４】特開２０１４－２０５８７０号公報
【特許文献５】特開平８－２５０８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　薄膜パターンを蒸着形成するために用いられる蒸着マスクでは、高精細な薄膜パターン
が求められている。例えば、テレビやデジタルサイネージといった表示装置の大型化が一
種のトレンドであり、スマートフォン等で用いられる小型ディスプレイは生産効率の向上
が追及される。そのため、高精細な薄膜パターンを得るための蒸着マスクについても大型
化の要求が今後進むものと考えられる。そこで、本発明者らは、高精細な薄膜パターンを
精度良く得ることができ、このような薄膜パターンの大型化にも対応可能な蒸着マスクに
ついて鋭意検討した結果、所定のポリイミド層を金属層に積層した蒸着マスクとすること
で、反りの抑制が可能となり、蒸着マスクの大型化に対応しながら高精細な薄膜パターン
を形成することができるようになることを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、薄膜パターンの高精細化、大型化に対応可能な蒸着マス
クを提供するものである。また、本発明の別の目的は、このような蒸着マスクを得るため
の製造方法、並びに、蒸着マスク用の積層体及びその製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】



(9) JP 6949507 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

【０００９】
　すなわち、本発明の要旨は以下のとおりである。
［１］被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクであって、
複数の開口部を有する金属層と、該開口部の開口範囲内に位置する貫通孔を有して、前記
薄膜パターンに対応する開口パターンを備えたポリイミド層との積層体からなり、
　前記ポリイミド層は単層又は複数層のポリイミドにより形成され、該ポリイミド層の熱
膨張係数が、面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であることを特徴とする蒸着マス
ク。
［２］前記ポリイミド層が、面内方向に等方的な熱膨張係数を備えたものであることを特
徴とする、［１］に記載の蒸着マスク。
［３］前記ポリイミド層を形成する主たるポリイミドが、下記式（１）で表わされる構造
単位を有するポリイミド前駆体をイミド化したものであることを特徴とする、［１］又は
［２］に記載の蒸着マスク。
【化１】

　但し、Ｒ1は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化２】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。ＺはＮＨ又はＯで
ある。）、
　Ｒ2は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、

【化３】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
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ある。
［４］前記ポリイミド層を形成する主たるポリイミドが、前記式（１）で表される構造単
位を６０モル％以上含んだポリイミド前駆体をイミド化したものであることを特徴とする
、［３］に記載の蒸着マスク。
［５］前記金属層が磁性体であることを特徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マス
ク。
［６］前記磁性体は、インバー又はインバー合金であることを特徴とする、［５］に記載
の蒸着マスク。
［７］前記ポリイミド層は、波長５００ｎｍでの光透過率が６０％以上であり、かつ、波
長３５５ｎｍ及び／又は波長３０８ｎｍでの光透過率が５０％以下であることを特徴とす
る、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
［８］前記ポリイミド層を構成する主たるポリイミドが、含フッ素ポリイミド又は脂環式
ポリイミドであることを特徴とする、［３］に記載の蒸着マスク。
［９］前記金属層と前記ポリイミド層とが、接着剤を介すことなく積層されていることを
特徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
［１０］前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、該ポリイミド層を形成する主
たるポリイミドの熱膨張係数が、それ以外のポリイミドの熱膨張係数より小さいことを特
徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
［１１］前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、前記金属層に接するポリイミ
ドの熱膨張係数が、当該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より大きいこ
とを特徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
［１２］前記ポリイミド層が複数層のポリイミドからなり、前記金属層に接するポリイミ
ドの熱膨張係数が、当該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より小さいこ
とを特徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
［１３］前記ポリイミド層が３つ以上の複数層のポリイミドからなり、表面と裏面を形成
する最表面の２つのポリイミドの熱膨張係数が、これら最表面のポリイミドに挟まれた中
間層を形成するポリイミドの熱膨張係数に比べて大きく、また、最表面を形成するいずれ
か一方のポリイミドが前記金属層に接することを特徴とする、［１］又は［２］に記載の
蒸着マスク。
［１４］前記ポリイミド層は、金属層の面内で２以上に分割して積層されていることを特
徴とする、［１］又は［２］に記載の蒸着マスク。
【００１０】
［１５］被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方
法であって、熱膨張係数が面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド層
と金属層とを積層して、金属層に複数の開口部を形成するか、又は、複数の開口部を有す
る金属層と熱膨張係数が面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド層と
を積層させた後、金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて、前記
薄膜パターンに対応する開口パターンを形成することを特徴とする蒸着マスクの製造方法
。
［１６］被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方
法であって、
　塗工基材上に、ポリイミド又はポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗布し、加熱して
、塗工基材上に熱膨張係数が面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド
層を形成する工程、
　前記ポリイミド層上に金属層を積層して、金属層に複数の開口部を形成するか、又は、
前記ポリイミド層上に複数の開口部を有する金属層を積層させる工程、
　前記ポリイミド層と前記塗工基材とを分離する工程、及び、
　前記金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて、前記薄膜パター
ンに対応する開口パターンを形成する工程、
を含むことを特徴とする蒸着マスクの製造方法。
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［１７］被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスクの製造方
法であって、
　固定部材上に金属層を固定する工程、
　前記金属層の表面にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗布し、加熱
して、金属層上にポリイミド層を形成する工程、
　前記金属層と前記固定部材とを分離する工程、
　前記金属層に複数の開口部を形成する工程、及び、
　前記金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて、前記薄膜パター
ンに対応する開口パターンを形成する工程、
を含むことを特徴とする蒸着マスクの製造方法。
［１８］磁性体からなる金属層とポリイミド層とが積層されて、被蒸着体上に一定形状の
薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスク用の積層体であって、前記ポリイミド層の
熱膨張係数が、面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であり、該ポリイミド層が単層
又は複数層のポリイミドから形成されると共に、主たるポリイミドが、下記式（１）で表
わされる構造単位を有するポリイミド前駆体をイミド化したものであることを特徴とする
蒸着マスク用積層体。
【化４】

　但し、Ｒ1は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化５】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。ＺはＮＨ又はＯで
ある。）、
　Ｒ2は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
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　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
［１９］磁性体からなる金属層とポリイミド層とが積層されて、被蒸着体上に一定形状の
薄膜パターンを蒸着形成するための蒸着マスク用積層体の製造方法であって、
　前記金属層の表面にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗布して塗布
層を形成する工程、及び、
　前記塗布層を加熱して、前記金属層上にポリイミド層を形成する工程、
を含み、前記液状組成物が、下記式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド前駆
体又は当該ポリイミド前駆体がイミド化したポリイミドを含んで、前記金属層上に形成さ
れたポリイミド層の熱膨張係数が、面内の全ての方向で１０×１０－６／Ｋ以下にするこ
とを特徴とする蒸着マスク用積層体の製造方法。

【化７】

　但し、Ｒ1は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化８】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。ＺはＮＨ又はＯで
ある。）、
　Ｒ2は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
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【化９】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
［２０］前記金属層の表面に塗布層を形成する工程に先駆けて、固定部材上に金属層を固
定する工程を含むことを特徴とする、［１９］に記載の蒸着マスク用積層体の製造方法。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ポリイミド層と金属層とが積層した積層体からなる蒸着マスクにおい
て、反りの抑制が可能となり、蒸着マスクの大型化に対応しながら高精細な薄膜パターン
を形成することができるようになる。そのため、本発明の蒸着マスクによれば、例えば有
機ＥＬ表示装置といった表示装置の大画面化や、スマートフォン等で用いられる小型ディ
スプレイの生産効率の向上、更なる高精細化等にも対応することができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、複数の開口部1aを有する金属層１〔図１（１）〕と、貫通孔2aを有した
ポリイミド層２〔図１（２）〕とを示す平面模式説明図である。
【図２】図２は、金属層１とポリイミド層２とが積層された積層体からなる蒸着マスクの
平面図〔図２（１）〕と、この蒸着マスクのＸ－Ｘ'断面図〔図２（２）〕とを示す模式
説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明について詳しく説明する。
　本発明における蒸着マスクでは、薄膜パターンに対応する開口パターンを備えたポリイ
ミド層が単層又は複数層のポリイミドにより形成され、このポリイミド層の熱膨張係数は
面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下となるようにする。熱膨張係数（CTE）が１０
×１０-6／Ｋ以下であれば、蒸着マスクに適した低熱膨張性の金属層との工程中の温度変
化に伴う寸法のずれが小さくできることから、複数の開口部を備えた金属層と積層体を構
成した際に、常温で平坦であるとともに、蒸着時に温度が上昇した際にも、その平坦性を
維持することができる。好ましくは、ＣＴＥが－１０×１０-6／Ｋ以上、かつ、１０×１
０-6／Ｋ以下であり、より好ましくは、ＣＴＥの上限が８×１０-6／Ｋ以下、さらに好ま
しくは５×１０-6／Ｋ以下である。また、ポリイミド層の面内全ての方向でこのようなＣ
ＴＥであるようにすることで、工程中の温度変化による蒸着マスクの反りや、蒸着マスク
内の温度ばらつきによる部分的なうねり、たるみを抑えることができる。ここで、ＣＴＥ
が面内の全ての方向において１０×１０-6／Ｋ以下であるとは、ポリイミド層の一辺と平
行な方向と直角な方向を含め、面内のいずれの方向においても熱膨張係数が１０×１０-6

／Ｋ以下である状態を言うものとする。
【００１４】
　また、本発明における蒸着マスクは、開口部の設計の自由度を高めるという理由から、
上記ポリイミド層のＣＴＥは面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であり、かつこの
ＣＴＥに異方性がなく、面内方向に等方的なＣＴＥを備えたポリイミド層が金属層に積層
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「直交二軸で異方性がない」とは、直交する二軸方向におけるＣＴＥの差が２×１０-6／
Ｋ以下のことである。面内方向に等方的なＣＴＥを備えたポリイミド層とすることで開口
部の長手方向、長手方向と交差する方向のいずれの方向の反りを抑えることができ、金属
層の開口部の形状によらず、積層体の反りを抑えることができるようになる。なお、ポリ
イミド層のＣＴＥについては、ＣＴＥを低くし過ぎるとポリイミドが脆くなり実用上問題
があることなどから、実質的なＣＴＥの下限は－７×１０-6／Ｋである。
【００１５】
　このようなＣＴＥのポリイミド層とするには、好ましくは、ポリイミド層を形成する主
たるポリイミドが下記式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド前駆体をイミド
化したものであるのがよく、より好ましくは、式（１）で表される構造単位を６０モル％
以上、更に好ましくは８０モル％以上含んだポリイミド前駆体をイミド化したものとする
のがよい。ここで、「主たるポリイミド」とは、ポリイミド層が単層である場合は、その
ポリイミド層自体を指し、ポリイミド層が複数層のポリイミドからなる場合は、最も体積
分率の大きい層のポリイミドを指す。この主たるポリイミドが式（１）で表される構造単
位を有するポリイミド前駆体（ポリアミド酸）をイミド化したものとすることで、低熱膨
張性のポリイミドが得られて、ポリイミド層のＣＴＥを１０×１０-6／Ｋ以下にする点で
好適である。また、式（１）で表される構造単位を有するポリイミド前駆体から得られた
ポリイミドは、ポリイミドとしては低吸湿性を示すことから、工程中の湿度環境の変化に
よっても寸法の変化を抑えられる点でも有利である。なお、主たるポリイミドについて、
これを形成する一般式（１）とは別の残りのポリイミド前駆体については、特に制限はな
く、一般的なポリイミド前駆体を用いることができる。
【化１０】

　但し、Ｒ1は、下記式（２）で表わされる群より選択される２価の有機基であり、
【化１１】

（Ｒ’は各々独立に炭素数１～６のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、炭素数６～１８
の芳香族基、またはハロゲン基であり、前記芳香族基の水素原子はハロゲン原子、炭素数
１～６のアルキル基、又はハロゲン化アルキル基で置換されてもよい。ＺはＮＨ又はＯで
ある。）、
　Ｒ2は、下記式（３）で表わされる群より選択される４価の有機基であり、
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【化１２】

　Ｒは、各々独立に水素原子又は一価の有機基を示し、ｎは繰り返し数を表す正の整数で
ある。
【００１６】
　ところで、上記の式（１）で表される構造単位を有するポリイミド前駆体は、イミド化
してポリイミドにした際に接着性に劣ることがある。このため、ポリイミド層を複数層の
ポリイミドからなるようにして、金属層に接する層を非低熱膨張性のポリイミドとしても
よい。すなわち、ポリイミド前駆体（又はポリイミド前駆体がイミド化したポリイミド）
を含む液状組成物を金属層に塗布し、加熱してポリイミド層を形成するキャスト法の場合
は、金属層上に、ポリイミド前駆体（又はポリイミド前駆体がイミド化したポリイミド）
を含む第一の液状組成物を塗布した後、その上に式（１）で表される構造単位を有するポ
リイミド前駆体からなるポリイミドを塗布により形成すればよい。ポリイミドフィルムを
金属層に熱圧着するラミネート法の場合には、ポリイミド層を複数層のポリイミドからな
るようにして、式（１）で表される構造単位を有するポリイミド前駆体からなるポリイミ
ド〔以下、単に式（１）に係るポリイミドと言う場合がある〕と金属層との間に非低熱膨
張性のポリイミドが位置するようにすればよい。その際、非低熱膨張性のポリイミドは、
一般にＣＴＥが５０×１０-6／Ｋ程度であることから、金属層に接するポリイミドの熱膨
張係数が、当該ポリイミドと隣接する他のポリイミド〔すなわち式（１）に係るポリイミ
ド〕の熱膨張係数より大きいことになる。言い換えれば、ポリイミド層が複数層のポリイ
ミドからなる場合、該ポリイミド層を形成する主たるポリイミドの熱膨張係数は、それ以
外のポリイミドの熱膨張係数より小さくなるのがよい。
【００１７】
　また、ポリイミド層を複数層とする場合、バリア層との接着力向上やポリイミド層の熱
膨張係数の調整のため、非低熱膨張性のポリイミドを、前記ポリイミド層における、前記
金属層に接する側の面と反対側の面に形成してもよい。この場合、前記ポリイミド層にお
ける、前記金属層に接する側の面と反対側の面を構成する、ポリイミドの熱膨張係数が、
当該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より大きくなる。なお、ポリイミ
ド層の熱膨張係数の調整とは、当該ポリイミドと隣接するポリイミドの熱膨張係数が金属
層と比較し小さい場合、当該ポリイミドで熱膨張係数を微調整することである。
【００１８】
　また、金属層との接着力向上やポリイミド層の熱膨張係数の調整のため、例えば、ポリ
イミド層が複数層のポリイミドからなり、金属層に接するポリイミドの熱膨張係数が、当
該ポリイミドと隣接する他のポリイミドの熱膨張係数より小さくなるようにしてもよい。
或いは、バリア層との接着力向上やポリイミド層の熱膨張係数の調整のため、ポリイミド
層が３つ以上の複数層のポリイミドからなり、表面と裏面を形成する最表面の２つのポリ
イミドの熱膨張係数が、これら最表面のポリイミドに挟まれた中間層を形成するポリイミ
ドの熱膨張係数に比べて大きく、また、最表面を形成するいずれか一方のポリイミドが金
属層に接するようにしてもよい。
【００１９】
　ポリイミド層を複数層とする場合、層数は特に限定はないが、生産性の観点から二層ま
たは三層が好ましい。塗布は複数層を同一のコーターで塗布する同時塗工でもよく、一層
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ごと別々のコーターで塗布する逐次塗工でもよい。
【００２０】
　また、本発明の蒸着マスクは、金属層とポリイミド層との接着力が３００Ｎ／ｍ以上で
あることが好ましい。より好ましくは、６００Ｎ／ｍ以上である。金属層とポリイミド層
の接着力が３００Ｎ／ｍ以上であれば、被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成
する作業を繰り返し行っても、金属層とポリイミド層が剥離しにくい。その観点で、ポリ
イミド層が式（１）に係るポリイミドである場合、キャスト法でポリイミド層を形成する
ことが好ましい。一方で、ラミネート法でポリイミド層を形成する場合は、金属層とポリ
イミド層との間に非低熱膨張性のポリイミドが位置するようにすることが好ましい。この
場合、非低熱膨張性のポリイミドは、ポリイミド層の一つとみなすことができる。ポリイ
ミド層を上記の形態とすることで、上記金属層と上記ポリイミド層とが、接着剤を介すこ
となく、接着することができる。ただし、上記金属層と上記ポリイミド層と間に接着剤層
を介することは排除しない。
【００２１】
　つまり、本発明において、ポリイミド層を形成する主たるポリイミドとは、ポリイミド
層全体でのＣＴＥを１０×１０-6／Ｋ以下にするためのポリイミドのことを意味し、好適
には、上記のような式（１）に係る低熱膨張性のポリイミドがこれに相当する。前述した
とおり、この式（１）に係るポリイミドの単層によりポリイミド層が形成される場合は、
これが主たるポリイミドとなることは勿論のこと、ポリイミド層が複数層により形成され
る場合には、式（１）に係るポリイミド以外のポリイミドの影響を考慮してポリイミド層
全体でのＣＴＥを１０×１０-6／Ｋ以下にすればよい。
【００２２】
　ここで、非低熱膨張性のポリイミドとしては、ジアミンとして、４,４’－ジアミノジ
フェニルエーテル、１,３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン、１，４－ビス(４－
アミノフェノキシ)ベンゼン、２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］
プロパン、酸無水物として、３，３’，４，４’－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無
水物、３，３’，４，４’－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、４,４'－オ
キシジフタル酸無水物、無水ピロメリット酸、２，３，２’，３’－ビフェニルテトラカ
ルボン酸二無水物、２,３,３'，４'－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物を原料とする
ポリイミドが例示される。
【００２３】
　本発明においては、ポリイミド層のＣＴＥが面内の全ての方向において１０×１０-6／
Ｋ以下であることから、好適には、ポリイミド層はキャスト法により形成されたものであ
るのがよい。前述のようにポリイミドフィルムを金属層に熱圧着するラミネート法の場合
には、ポリイミドフィルム自体がキャスト法により形成されたものを用いるようにすれば
よい。
【００２４】
　また、ポリイミド層は、金属層の面内で２以上に分割して積層されるようにしてもよい
。その際、例えば、キャスト法の場合、液状組成物を分割して塗布するなどして、２以上
に分割された異なる種類のポリイミド層が金属層の面内に積層されることで、積層体から
なる蒸着マスクの反りを効果的に抑制することができ、また、蒸着マスクの軽量化の点で
も有利である。
【００２５】
　また、ポリイミド層の厚みについては特に制限はないが、破断やピンホールの発生を抑
制できる厚みにするのがよく、蒸着シャドウの発生を考慮した厚みにするのがよい。好ま
しくは２～２５μｍである。このポリイミド層は、可視光が透過するような透明性である
のがよい場合と、可視光が透過しない非透明性であるのがよい場合との異なった特性が求
められる。
【００２６】
　すなわち、ポリイミド層中の異物や微細気泡などの欠陥の検出のためには、ポリイミド
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層が可視光を透過することが求められる。可視光を透過するとは、完全に透明なものの他
、ポリイミド層を介してポリイミド層の反対側が視認できる程度に着色しているものも含
まれる。一方、ポリイミド層の開口パターンの検出のためには、ポリイミド層が可視光を
透過しない、あるいは可視光の透過率が低いことが求められる。これにより、開口パター
ンの陰影の濃淡のコントラストにより開口パターンの検査が行えるようになる。したがっ
て、要求される特性に応じて、ポリイミド層を透明にしたり、非透明にしたりすればよい
。
【００２７】
　ポリイミドは、それを構成する酸無水物やジアミン成分によっても異なるが、一般的に
は黄褐色から茶褐色に着色するものが多い。そのため、ポリイミド層中の異物や微細気泡
などの欠陥の検出を重要視する場合には、少なくともポリイミド層を構成する主たるポリ
イミドが含フッ素ポリイミド又は脂環式ポリイミドであるようにして、ポリイミド層が透
明となるようにするのがよい。このようなポリイミドとしては、ジアミンとして、４,４
’-ジアミノ-２,２’-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル、酸無水物として、シクロブ
タン－１，２, ３，４－テトラカルボン酸二無水物を原料とするポリイミドが例示される
。これらのポリイミドであれば、１０×１０-6／Ｋ以下のＣＴＥを満足することができる
と共に、波長５００ｎｍでの光透過率を６０％以上とすることができる。
【００２８】
　一方で、開口パターンの陰影の濃淡のコントラストを高くするために、ポリイミド層を
非透明にしてもよく、その際、ポリイミド層に染料、顔料等の色材を添加するようにして
もよい。色材成分の形状についても特に限定はなく、従来公知の形状、例えば、球状、棒
状、鱗片状等の粒子を用いればよく、また、大きさについても、特に限定はないが、色材
成分の大きさが２μｍを超えると、色材による突起、色材の脱落等の欠陥が生じやすくな
る。大きさの下限値について特に限定はないが約１ｎｍである。ポリイミド層が複数層の
場合は、その少なくとも一層に色材を添加し、他の層には色材を添加しない構成としても
よい。
【００２９】
　本発明において、ポリイミド層に貫通孔を設けて開口パターンを形成する方法について
は特に制限されず、例えば、ポリイミド層の表面に感光性レジストを塗布し、所定の箇所
を露光し、現像後、エッチングにより貫通孔を形成する方法、レーザーを照射して貫通孔
を形成する方法、メカニカルドリルで貫通孔を形成する方法等を挙げることができるが、
精度や生産性等の観点から、好ましくはレーザー照射によるのがよい。レーザー照射によ
り、薄膜パターンに対応した開口パターンを形成する場合、レーザーの波長でのポリイミ
ド層の透過率が高いと良好な開口パターン形状を得られないことがある。そのため、レー
ザーの波長でのポリイミド層の光透過率は５０％以下であるのがよく、好ましくは１０％
以下、より好ましくは０％であるのがよい。ここで、レーザー照射によりポリイミド層に
貫通孔を設けて開口パターンを形成するのに用いられるレーザーとしては、例えば、ＵＶ
－ＹＡＧレーザー（波長355nm）、エキシマレーザー（波長308nm）等を用いることができ
、なかでも好ましくは、ＵＶ－ＹＡＧレーザー（波長355nm）であるのがよい。
【００３０】
　ところで、本発明の蒸着マスクの製造工程において、後述するように塗工基材からポリ
イミド層を分離する工程（以下、「レーザー剥離」ともいう）を含む場合、開口パターン
の形成で使用する上記のようなレーザーを照射して分離させることもできる。そのため、
３０８ｎｍや３５５ｎｍといったこれらのレーザーの波長に対するポリイミド層の光透過
率が１０％以下であると、このレーザー剥離における分離を簡便に行える点で好ましい。
すなわち、開口パターン形成時のレーザーと、該分離時のレーザーは、同じ種類のもので
あってもよく、異なる種類のものであってもよい。開口パターン形成時のレーザーと、該
分離時のレーザーが異なる場合には、前者のレーザーに対応する波長と、後者のレーザー
に対応する波長の一方において、ポリイミド層の光透過率が５０％以下であり、他方にお
いて、ポリイミド層の光透過率が１０％以下であるのが好ましい。ここで、これらのレー
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ザーとしては、開口パターン形成時、該分離時ともに、公知のものが使用でき、好ましく
は、これらの作業効率に優れる、上述したＵＶ－ＹＡＧレーザー（波長355nm）やエキシ
マレーザー（波長308nm）等を挙げることができる。
【００３１】
　また、ポリイミド層にレーザーを照射して貫通孔を設け、薄膜パターンに対応する開口
パターンを形成する際には、形成すべき開口パターンに対応するパターンを示す基準板を
用意し、この基準板をポリイミド層のレーザー照射側と反対の面に配置して、基準板のパ
ターンに対応するレーザー照射を行い、開口パターンを形成するようにしてもよい。ポリ
イミド層を透過して基準板のパターンを検出のためには、ポリイミド層は可視光を透過す
ることが好ましい。そのため、基準板のパターン検出精度を向上させる観点から、上述し
たように、ポリイミド層の５００ｎｍでの透過率は６０％以上であるのがよく、好ましく
は８０％以上であるのがよい。あわせて、ポリイミド層の４００ｎｍでの透過率は５％以
上であるのがよく、より好ましくは１０％以上であるのがよい。
【００３２】
　レーザー照射による開口パターンの形成において、良好な開口パターンが得られるよう
に上記のような光学特性を備えたポリイミド層を得るにあたり、好ましいポリイミドとし
ては、前記式（１）で表される構造単位を６０モル％以上含んだポリイミド前駆体からな
るポリイミドである。後述するように、塗工基材上にポリイミド層を形成して、ポリイミ
ド層をレーザー剥離する際のレーザー波長の光透過性を考慮すると、より好ましいポリイ
ミドとしては、前記式（１）で表される構造単位を８０モル％以上含んだポリイミド前駆
体からなるポリイミドである。
【００３３】
　また、本発明において、複数の開口部を有した金属層の材料について特に制限はなく、
公知の蒸着マスクで用いられるものと同様のものを使用することができる。具体的には、
ステンレス、鉄ニッケル合金、アルムニウム合金等が例示されるが、なかでも鉄ニッケル
合金であるインバー（又はインバー合金）は熱による変形が少ないため好適に使用される
。また、被蒸着体に蒸着を行うにあたり、被蒸着体の後方に磁石等を設置し、蒸着マスク
を磁力によって引き付ける場合には、金属層が磁性体で形成されるのが好ましい。このよ
うな磁性体の金属層としては、上記のようなインバー又はインバー合金を含む鉄ニッケル
合金のほか、炭素鋼、タングステン鋼、クロム鋼、ＫＳ鋼、ＭＫ鋼、ＮＫＳ鋼等が例とし
て挙げられる。
【００３４】
　金属層の厚みについては特に制限はなく、破断や変形を抑制できる厚みにするのがよく
、蒸着シャドウの発生を考慮した厚みにするのがよく、好ましくは２～１００μｍである
のがよい。
【００３５】
　図１には、複数の開口部1aを有する金属層１〔図１（１）〕と、貫通孔2aを有したポリ
イミド層２〔図１（２）〕とが示されており、これらが積層された積層体からなる蒸着マ
スク４は、図２（１）の平面図、及び図２（２）の断面図に示されるように、ポリイミド
層２の貫通孔2aが金属層１の開口部1aの開口範囲内に位置して、図示外の被蒸着体上に形
成される薄膜パターンに対応した開口パターン３となる。
【００３６】
　上記のような金属層１とポリイミド層２との積層体からなる蒸着マスクを形成する方法
については特に制限はないが、例えば、金属層にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む
液状組成物（樹脂溶液）を塗布した後、加熱処理を行い、金属層上に直接ポリイミド層を
形成する方法、接着剤を介すことなく、ポリイミド層をなすポリイミドフィルムと金属層
とを直接熱圧着する方法、金属層とポリイミドフィルムとを接着剤、粘着剤等で貼り合わ
せる方法、ポリイミドフィルムにスパッタやメッキ等により金属層を形成する方法などが
挙げられる。ここで、金属層１の開口部1aやポリイミド層の貫通孔2aについて、これらの
一方又は両方は、金属層１とポリイミド層２との積層体を形成してから形成するようにし
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ていてもよく、積層体を形成する前に、いずれか一方又は両方を設けておき、金属層１と
ポリイミド層２とが積層されるようにしてもよい。
【００３７】
　すなわち、本発明に係る蒸着マスクの製造方法の一例として、熱膨張係数が面内の全て
の方向で１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド層（ポリイミドフィルム）と金属層とを
積層して、金属層に複数の開口部を形成するか、又は、複数の開口部を有する金属層と熱
膨張係数が面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド層（ポリイミドフ
ィルム）とを積層させた後、金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通さ
せて貫通孔を設けて、薄膜パターンに対応する開口パターンを形成する方法が挙げられる
。なお、前述したように、ポリイミド層は単層のポリイミドから形成されてもよく、複数
層のポリイミドから形成されるようにしてもよく、更には、金属層の面内で２以上に分割
されたポリイミド層であってもよい（下記の例においても同様）。
【００３８】
　また、ガラスやポリイミドフィルム等の塗工基材上に、ポリイミド又はポリイミド前駆
体を含む液状組成物を塗布し、加熱して、塗工基材上に熱膨張係数が面内の全ての方向で
１０×１０-6／Ｋ以下であるポリイミド層を形成する工程、このポリイミド層上に金属層
を積層して、金属層に複数の開口部を形成するか、又は、このポリイミド層上に複数の開
口部を有する金属層を積層させる工程、ポリイミド層と塗工基材とを分離する工程、及び
、この金属層の開口部における開口範囲内のポリイミド層を貫通させて貫通孔を設けて、
薄膜パターンに対応する開口パターンを形成する工程を含むようにしてもよい。上記の塗
工基材は、金属層とポリイミド層との積層体を形成したときに、効果的に反りを低減する
観点から、ＣＴＥが１０×１０-6／Ｋ以下であることが好ましく、８×１０-6／Ｋ以下で
あることが、より好ましい。なお、ここで挙げた工程の一部は順番を入れ替えることも可
能であり、例えば、金属層の開口部やポリイミド層の開口パターンを形成した後に、ポリ
イミド層と塗工基材とを分離する工程を行うようにしてもよい。
【００３９】
　或いは、ガラス基板や金属板、金属枠、ガイドロールといった固定部材上に金属層を固
定する工程、この金属層の表面にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗
布し、加熱して、金属層上にポリイミド層を形成する工程、金属層と固定部材とを分離す
る工程、及び、この金属層に複数の開口部を形成する工程、金属層の開口部における開口
範囲内のポリイミド層を貫通させて貫通孔を設けて、薄膜パターンに対応する開口パター
ンを形成する工程を含むようにしてもよい。このように固定部材上に金属層を固定した上
で、液状組成物を塗布して加熱することで、金属層とポリイミド層との積層体を形成した
ときに、より効果的に反りの低減を図ることができるようになる。上記固定部材は、上記
反りの低減の観点から、ＣＴＥが１０×１０-6／Ｋ以下であることが好ましく、８×１０
-6／Ｋ以下であることが、より好ましい。この好ましいＣＴＥを満たす固定部材として、
ガラス、インバー、シリコンが好ましく例示できる。なお、この場合においても、例えば
、金属層の開口部やポリイミド層の開口パターンを形成した後に、金属層と固定部材とを
分離する工程を行うようにしてもよい。
【００４０】
　また、上記のような固定部材上に金属層を固定する工程、この金属層に複数の開口部を
形成する工程、金属層の表面にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む液状組成物を塗布
し、加熱して、金属層上にポリイミド層を形成する工程、金属層の開口部における開口範
囲内のポリイミド層を貫通させて貫通孔を設けて、薄膜パターンに対応する開口パターン
を形成する工程、及び、金属層と固定部材とを分離する工程を含むようにしてもよい。
【００４１】
　これら固定部材上に金属層を固定した後に液状組成物を塗布して複数層のポリイミドか
らなるポリイミド層を形成する場合には、例えば、金属層の表面にポリイミド又はポリイ
ミド前駆体を含む第一の液状組成物を塗布して第一の塗布層を形成した後、この第一の塗
布層の上に、ポリイミド又はポリイミド前駆体を含む第二の液状組成物を塗布して第二の
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塗布層を形成する工程、及び、第一及び第二の塗布層を加熱して、金属層上に複数層のポ
リイミドからなるポリイミド層を形成する工程を含むようにすればよい。その際、好まし
くは、上記第二の液状組成物が、先の式（１）で表わされる構造単位を有するポリイミド
前駆体又は当該ポリイミド前駆体がイミド化したポリイミドを含むようにして、金属層上
に形成されたポリイミド層の熱膨張係数が、面内の全ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下と
なるようにするのがよい。
【００４２】
　また、第一及び第二の塗布層の加熱温度は、それぞれの層を構成するポリイミド又はポ
リイミド前駆体の構造によって適宜設定できる。また、ポリイミド前駆体を塗布して加熱
によりイミド化する場合、ポリイミド前駆体を塗布して加熱により（イミド化せず）乾燥
する場合、ポリイミドを塗布して加熱により乾燥する場合によっても適宜設定できる。そ
の一例として、加熱温度を２００℃以下としてもよく、第一の塗布層の加熱温度を、第二
の塗布層の加熱温度より低く設定してもよい。また、イミド化により第一の塗布層の硬化
（３００℃以上）を完了させてから、第二の塗布層を設けてもよく、或いは、第一の塗布
層は乾燥（２００℃以下）だけ行った後、第二の塗布層を設けて、その後、これらの硬化
を完了させてもよい。
【００４３】
　本発明において、金属層に開口部を形成する方法については特に制限されないが、例え
ば、金属層の表面に感光性レジストを塗布し、所定の箇所を露光し、現像後、エッチング
により開口部を形成する方法、レーザー照射により開口部を形成する方法、ポリイミド層
、または、他の基材上に感光性レジストを塗布し、所定の箇所を露光し、現像後、スパッ
タ、蒸着、メッキ等で金属層を形成する方法等が挙げられる。なかでもロールでの加工が
可能であり、生産性に優れることから、好ましくはエッチングにより開口部を形成するの
がよい。
【００４４】
　なお、上記の本発明に係る蒸着マスクの製造方法の、いくつかの例においては、金属層
とポリイミド層とが積層されて、被蒸着体上に一定形状の薄膜パターンを蒸着形成するた
めの蒸着マスク用積層体が形成される。この蒸着マスク用積層体を作製する場合は、前記
金属層の表面にポリイミド又はポリイミド前駆体を含む第一の液状組成物を塗布して第一
の塗布層を形成した後、該第一の塗布層の上に、ポリイミド又はポリイミド前駆体を含む
第二の液状組成物を塗布して第二の塗布層を形成する工程、及び、前記第一及び第二の塗
布層を加熱して、前記金属層上に複数層のポリイミドからなるポリイミド層を形成する工
程、を含むようにすればよい。また、上記工程に先立ち、固定部材上に磁性体からなる金
属層を固定する工程を加えても良い。その際、前記第二の液状組成物が、先の式（１）で
表わされる構造単位を有するポリイミド前駆体又は当該ポリイミド前駆体がイミド化した
ポリイミドを含んで、前記金属層上に形成されたポリイミド層の熱膨張係数が、面内の全
ての方向で１０×１０-6／Ｋ以下となるようにする。
【００４５】
　本発明において、ポリイミドから発生するアウトガスの低減や、蒸着マスクの洗浄時の
耐溶剤性の向上のため、蒸着マスクのポリイミド表面や複数層のポリイミドの層間、ポリ
イミドの開口パターンの壁面にバリア層を形成してもよい。バリア層は無機酸化物、無機
窒化物、金属の薄膜層または蒸着層を用いることができる。無機酸化物、および無機窒化
物の場合はＣＤＶ法、ＰＶＤ法によって形成することが好ましい。複数層のポリイミドの
層間にバリア層を形成する場合は、金属層の表面に液状組成物を塗布し、この塗布層を加
熱しポリイミド層を形成した後、バリア層を形成し、さらにバリア層上に液状組成物を塗
布し、加熱するのが好ましい。
【００４６】
　本発明において、被蒸着体については特に制限はなく、公知の支持基材と同様のものを
使用することができ、ガラス、シリコン、金属箔、樹脂が例示される。金属箔の場合、熱
による変形が少ないためフェライト系ステンレスやインバーが好適に使用される。樹脂の
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場合、熱による変形が少ないことや耐熱性の観点からポリイミドが好適に使用される。
【実施例】
【００４７】
　以下の合成例や実施例および比較例において取扱われるポリアミド酸（ポリイミド前駆
体）溶液の合成に用いた原料、ジアミン、酸無水物、溶媒を以下に示す。
【００４８】
〔ジアミン〕
・４,４’-ジアミノ-２,２’-ビス(トリフルオロメチル)ビフェニル（ＴＦＭＢ）
・１,４－フェニレンジアミン（ＰＰＤ）
・２,２’－ジメチル－4，4’－ジアミノビフェニル（ｍＴＢ）
・１,３－ビス（４－アミノフェノキシ）ベンゼン（ＴＰＥ－Ｒ）
・２，２－ビス［４－（４－アミノフェノキシ）フェニル］プロパン（ＢＡＰＰ）
・５－アミノ－２－（４－アミノフェニル）ベンゾイミダゾール（ＡＡＰＢＺＩ）
・５－アミノ－２－（４－アミノフェニル）ベンゾオキサゾール（ＡＡＰＢＺＯ）
〔酸無水物〕
・無水ピロメリット酸（ＰＭＤＡ）
・２，３，２’，３’－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物（ＢＰＤＡ）
・シクロブタン－１，２, ３，４－テトラカルボン酸二無水物（ＣＢＤＡ）
・４，４'－（ヘキサフルオロイソプロピリデン）ジフタル酸無水物（６ＦＤＡ）
・４，４'－オキシジフタル酸無水物（ＯＤＰＡ）
・２，３，６，７－ナフタレンテトラカルボン酸二無水物（ＮＴＣＤＡ）
〔溶媒〕
・Ｎ、Ｎ―ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）
・Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）
【００４９】
＜線膨張係数＞
　３ｍｍ×１５ｍｍのサイズのポリイミド層を、熱機械分析（ＴＭＡ）装置にて５．０ｇ
の荷重を加えながら一定の昇温速度（１０℃/ｍｉｎ）で３０℃から２８０℃の温度範囲
で昇温・降温させて引張り試験を行い、２５０℃から１００℃への温度変化に対するポリ
イミド層の伸び量の変化から熱膨張係数（ｐｐｍ／Ｋ）を測定した。
【００５０】
＜熱膨張係数等方性＞
　ポリイミド層の一辺と平行な方向と直角の方向の熱膨張係数をそれぞれ三回測定し、そ
の平均値の差が２ｐｐｍ／Ｋ以下の状態を○、２ｐｐｍ／Ｋより大きい状態を×とした。
【００５１】
＜反り＞
　金属層とポリイミド層の積層体を、水平な平面上にポリイミド層を上にして静置し、積
層体の４隅の平面からの浮きの高さの平均値を反りとした。
【００５２】
＜接着力＞
　テンシロンテスターを用いて、幅１ｍｍの金属層とポリイミドの積層体のポリイミド層
側を両面テープによりアルミ板に固定し、基材を１８０°方向に５０ｍｍ／分の速度で、
ポリイミド層と金属層を剥離するときの力を求め、１０００Ｎ／ｍ以上を◎、１０００Ｎ
／ｍ未満、６００Ｎ／ｍ以上を○、６００Ｎ／ｍ未満、３００Ｎ／ｍ以上を△とした。
【００５３】
＜ポリイミド層の開口パターン形成性＞
　ＵＶ－ＹＡＧレーザー加工機（波長３５５ｎｍ）を用いて、ポリイミド層を貫通させる
ように径５０μｍとなるように開口形成を行い、良好な加工形状が形成された状態を○、
狙い加工径との差が±５μｍ以上、または、加工穴壁に凹凸が見られた状態を×と評価し
た。



(22) JP 6949507 B2 2021.10.13

10

20

30

40

50

【００５４】
＜塗工基材分離性＞
　エキシマレーザー加工機（波長３０８ｎｍ）を用いて、ビームサイズ１４ｍｍ×１．２
ｍｍ、移動速度６ｍｍ／ｓのレーザーを支持体側から照射し、塗工基材とポリイミド層が
完全に分離された状態を○、塗工基材とポリイミド層の全面もしくは一部の分離が不可、
または、ポリイミド層が変色した状態を×とした。
【００５５】
＜透過率＞
　インバーとポリイミドの積層体から、インバーを塩化第二鉄水溶液でエッチングして除
去し、ポリイミドフィルムを作製した。また、ガラス上にポリイミドを形成した場合は、
ガラスからポリイミドを剥離して、ポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフィルム
(５０ｍｍ×５０ｍｍ)をＳＨＩＭＡＤＺＵ　ＵＶ－３６００分光光度計にて、５００ｎｍ
、４００ｎｍ、３５５ｎｍ、３０８ｎｍにおける光透過率を測定した。各々の波長の透過
率を表１に示す。
【００５６】
［合成例１］
（ポリイミド前駆体溶液１）
　窒素気流下で、３００ｍｌのセパラブルフラスコにＴＦＭＢ８．４９ｇを溶媒７０ｇの
ＤＭＡｃに溶解させた。次いで、この溶液に６ＦＤＡ１．４７ｇを加え撹拌し、続けてＰ
ＭＤＡ５．０４ｇを加え、固形分が１５ｗｔ％になるように１５ｇのＤＭＡｃを加えて、
室温で６時間攪拌して重合反応を行った。反応後、粘稠な無色透明のポリイミド前駆体溶
液１を得た。
【００５７】
［合成例２］
（ポリイミド前駆体溶液２）
　窒素気流下で、２００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しながらＴＦＭＢ２６．３
ｇを溶剤ＤＭＡｃに溶解させた。次いで、この溶液にＰＭＤＡ１６．９ｇと６ＦＤＡ１．
８ｇを加えた。その後、溶液を室温で６時間攪拌して重合反応を行った。反応後、粘稠な
無色透明のポリイミド前駆体溶液２を得た。
【００５８】
［合成例３］
（ポリイミド前駆体溶液３）
　窒素気流下で、ＢＡＰＰ２９．１ｇを５００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しな
がら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、ＢＰＤＡ３．２３ｇおよびＰＭＤＡ１３
．６ｇを加えた。その後、溶液を室温で３時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な茶褐
色のポリイミド前駆体溶液３を得た。
【００５９】
［合成例４］
（ポリイミド前駆体溶液４）
　窒素気流下で、３００ｍｌのセパラブルフラスコにＴＦＭＢ８．９３３４ｇを溶媒７０
ｇのＤＭＡｃに溶解させた。次いで、この溶液にＰＭＤＡ６．０６６６ｇを加え、固形分
が１５ｗｔ％になるように１５ｇのＤＭＡｃを加えて、室温で６時間攪拌して重合反応を
行った。反応後、粘稠な無色透明のポリイミド前駆体溶液４を得た。
【００６０】
［合成例５］
（ポリイミド前駆体溶液５）
　窒素気流下で、ＰＰＤ８．０ｇを３００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しながら
溶剤ＤＭＡｃ中に加え加温し、５０℃で溶解させた。次いで、ＢＰＤＡ２２．０ｇを加え
た。その後、溶液を室温で３時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な茶褐色のポリイミ
ド前駆体溶液５を得た。
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【００６１】
［合成例６］
（ポリイミド前駆体溶液６）
　窒素気流下で、ｍＴＢ２０．３ｇおよびＴＰＥ－Ｒ３．１ｇを５００ｍｌのセパラブル
フラスコの中で攪拌しながら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡ１８．
４およびＢＰＤＡ６．２ｇを加えた。その後、溶液を室温で４時間攪拌を続けて重合反応
を行い、粘稠な茶褐色のポリイミド前駆体溶液６を得た。
【００６２】
［合成例７］
（ポリイミド前駆体溶液７）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ９．０７５６ｇを１００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌
しながら溶剤ＮＭＰ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡ４．３ｇおよびＣＢＤＡ１．
６５ｇを加えた。その後、溶液を室温で４時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な透明
のポリイミド前駆体溶液７を得た。
【００６３】
［合成例８］
（ポリイミド前駆体溶液８）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ１８．９ｇを５００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しな
がら溶剤ＤＭＡｃ中に加え溶解させた。次いで、６ＦＤＡを２６．１ｇ加えた。その後、
溶液を室温で５時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な透明のポリイミド前駆体溶液８
を得た。
【００６４】
［合成例９］
（ポリイミド前駆体溶液９）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ９．３４ｇを１００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しな
がら溶剤ＮＭＰ中に加え溶解させた。次いで、ＣＢＤＡ５．６６ｇを加えた。その後、溶
液を室温で４時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な透明のポリイミド前駆体溶液９を
得た。
【００６５】
［合成例１０］
（ポリイミド前駆体溶液１０）
　窒素気流下で、ＴＦＭＢ９．３０ｇを１００ｍｌのセパラブルフラスコの中で攪拌しな
がら溶剤ＮＭＰ中に加え溶解させた。次いで、ＰＭＤＡ０．６３ｇおよびＣＢＤＡ５．０
７ｇを加えた。その後、溶液を室温で４時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な透明の
ポリイミド前駆体溶液１０を得た。
【００６６】
［合成例１１］
（ポリイミド前駆体溶液１１）
　窒素気流下で、１００ｍｌのセパラブルフラスコの中に６．３４５８ｇのｍ－ＴＢを入
れて、８５ｇのＤＭＡｃに溶解させた。次いで、この溶液に、８．６５４２ｇのＢＰＤＡ
を加えた。この溶液を、４０℃で１０分間加熱し、内容物を溶解させ、その後、溶液を室
温で２４時間攪拌を続けて重合反応を行い、粘稠な透明のポリイミド前駆体１１を得た。
【００６７】
［合成例１２～１８］
（ポリイミド前駆体溶液１２～１８）
　表２に示す酸無水物、ジアミン及び溶媒を用いたこと以外は、合成例１と同様の方法で
、ポリイミド前駆体溶液１２～１８を得た。得られたポリイミド前駆体溶液の状態を表２
に示す。
【００６８】
［実施例１］
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　シート状のインバー（厚さ１００μｍ、１００ｍｍ×１００ｍｍ）の４辺を、耐熱テー
プで、ガラス（厚さ５００μｍ、１５０×１５０ｍｍ）に固定した。この場合、ガラスが
固定部材である。このインバー上に、ポリイミド前駆体溶液１を、熱処理後のポリイミド
層の厚みが１０μｍとなり、ポリイミド層が９０ｍｍ×９０ｍｍの大きさで形成されるよ
うに、アプリケーターを用いて塗布し、熱風オーブンを用いて、１００℃で５分間の加熱
後、３６０℃まで４℃／分で昇温して加熱処理を行った。その後、耐熱テープを剥離して
ガラスを分離し、インバーとポリイミド層の試験用積層体（本発明における、「蒸着マス
ク用積層体」に相当。以下同じ。）を得た。この積層体の反りは０．３ｍｍであった。
【００６９】
　得られた積層体のインバー表面にドライフィルムレジストをラミネートし、ドライフィ
ルムレジストをパターニングし、そのパターンに沿ってインバーを塩化第二鉄水溶液でエ
ッチングして、幅１０ｍｍ、長さ３０ｍｍの金属層の開口部を形成した。また、この開口
部内のポリイミド層にＵＶ－ＹＡＧレーザー加工機により、径５０μｍの貫通孔となるよ
うに開口パターンを形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７０】
［実施例２］
　インバーをガラスに固定しなかったこと以外は実施例１と同様にし、インバーとポリイ
ミド層の試験用積層体を得た。この積層体の反りは０．４ｍｍであった。そして、実施例
１と同様にして、金属層に開口部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔（開口パターン
）を形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７１】
［実施例３］
　インバー上にポリイミド前駆体溶液１を、アプリケーターを用いて、熱処理後のポリイ
ミド層の厚みが１０μｍとなり、ポリイミド層が８０ｍｍ×３５ｍｍの大きさで左右に二
分割して形成されるように塗布した以外は、実施例１と同様にして、インバーとポリイミ
ドの試験用積層体を得た。この際、インバーの４辺の内側５ｍｍはポリイミド層が形成さ
れないようにし、尚且つ、二分割して形成したポリイミド層の隙間１０ｍｍには、ポリイ
ミド層が形成されないようにした。この積層体の反りは０．１ｍｍであった。そして、実
施例１と同様にして、金属層に開口部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔（開口パタ
ーン）を形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７２】
［実施例４］
　ポリイミド前駆体溶液２を、熱処理後のポリイミド層の厚みが２５μｍとなるように塗
布したこと以外は、実施例１と同様にして、インバーとポリイミド層の試験用積層体を得
た。この積層体の反りは０．３ｍｍであった。そして、実施例１と同様にして、金属層に
開口部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔（開口パターン）を形成した。この積層体
の特性を表１に示す。
【００７３】
［実施例５］
　厚さ１００μｍ、幅１００ｍｍ、長さ３０ｍの、ロール状に巻き取られた長尺状のイン
バーを、ロール・ツー・ロール方式の加熱炉に装着し、該長尺状のインバーを長手方向に
繰り出し、インバー上にポリイミド前駆体溶液３を、アプリケーターを用いて、熱処理後
のポリイミド層の厚みが２μｍとなるように、インバーの幅方向の全てに塗布すると共に
長さ方向にも連続して塗布し、加熱炉に導入させて１００℃で５分間の乾燥を行った。さ
らに、インバー上に形成されたポリイミド前駆体層上にポリイミド前駆体溶液２を、アプ
リケーターを用いて、熱処理後のポリイミド層の厚みが２５μｍとなるように、インバー
の幅方向の全てに塗布すると共に長さ方向にも連続して塗布し、加熱炉に導入させて１０
０℃、１５０℃、２００℃、２５０℃、３５０℃でそれぞれ５分間の熱処理を行い、長尺
状のインバーとポリイミド層の積層体を得た。この際、搬送中のインバーに張力をかけ、
加熱炉中のガイドロールに押さえつけることにより、熱処理中のインバーを固定した。こ
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の場合、ガイドロールが固定部材である。ガイドロールはインバーにのみ接触し、ポリイ
ミド面には接触しないように配置した。この長尺状のインバーとポリイミド層の積層体を
１００ｍｍ×１００ｍｍの大きさに切り出した試験用積層体の反りは０．４ｍｍであった
。また、実施例１と同様にして、金属層に開口部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔
（開口パターン）を形成した。この積層体の特性を表１に示す。なお、ポリイミド前駆体
溶液３をイミド化した単層ポリイミドフィルムの熱膨張係数は５６×１０-6／Ｋであり、
ポリイミド前駆体溶液２をイミド化した単層ポリイミドフィルムの熱膨張係数は０．５×
１０-6／Ｋであった。
【００７４】
［実施例６］
　インバー上にポリイミド前駆体溶液４を用いたこと以外は、実施例１と同様にし、イン
バーとポリイミドの試験用積層体を得た。この積層体の反りは０．１ｍｍであった。そし
て、実施例１と同様にして、金属層に開口部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔（開
口パターン）を形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７５】
［実施例７］
　インバー上にポリイミド前駆体溶液５を、アプリケーターを用いて、熱処理後のポリイ
ミド層の厚みが１０μｍとなるように塗布し、熱風オーブンを用いて、１００℃で５分加
熱した後、４００℃まで１℃／分で昇温し加熱処理を行ったこと以外は、実施例１と同様
にし、インバーとポリイミドの試験用積層体を得た。この積層体の反りは０．２ｍｍであ
った。そして、実施例１と同様にして、金属層に開口部を形成すると共にポリイミド層に
貫通孔（開口パターン）を形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７６】
［実施例８］
　厚さ５００μｍ、１５０×１５０ｍｍのガラスの全面に、ポリイミド前駆体溶液２を、
スピンコーターを用いて、熱処理後のポリイミド層の厚みが２５μｍとなるように塗布し
、窒素オーブンを用いて、１００℃で５分間加熱した後、３６０℃まで４℃／分で昇温し
て加熱処理を行い、ガラス上にポリイミド層を形成した。この場合、ガラスが塗工基材で
ある。このポリイミド層上に幅１０ｍｍ、長さ３０ｍｍのマスキングテープを貼った後、
スパッタによりニッケルの厚み３０ｎｍとなるように形成し、さらにガラスごとメッキ浴
中に浸漬し、厚み５μｍとなるようにポリイミド層上に幅１０ｍｍ、長さ３０ｍｍの開口
部を有するニッケル層を形成した。続いて、マスキングテープを剥離した後、エキシマレ
ーザー加工機（波長３０８ｎｍ）をガラス側から照射するレーザーリフトオフにより、ポ
リイミド層をガラスから分離して、幅１０ｍｍ、長さ３０ｍｍ開口部を有するニッケル層
とポリイミド層の試験用積層体を得た。次いで、ニッケル層の開口部内のポリイミド層を
ＵＶ－ＹＡＧレーザー加工機により径５０μｍの貫通孔で貫通させて、開口パターンを形
成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７７】
［実施例９］
　ポリイミド前駆体溶液６を用いたこと、及び窒素オーブンの代わりに熱風オーブンを用
いたこと以外は実施例８と同様にした。すなわち、ガラス上にポリイミド層を形成した後
、開口部を有したニッケル層を形成して、開口部を有するニッケル層とポリイミド層の試
験用積層体を得た。さらに、レーザーリフトオフによりポリイミド層をガラスから分離し
、ポリイミド層に開口パターンを形成した。この積層体の特性を表１に示す。
【００７８】
［実施例１０］
　ポリイミド前駆体溶液７を用いたこと以外は実施例８と同様にした。すなわち、ガラス
上にポリイミド層を形成した後、開口部を有したニッケル層を形成して、開口部を有する
ニッケル層とポリイミド層の試験用積層体を得た。さらに、レーザーリフトオフによりポ
リイミド層をガラスから分離し、ポリイミド層に開口パターンを形成した。この積層体の
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特性を表１に示す。
【００７９】
［実施例１１～１８］
　ポリイミド前駆体溶液１１～１８を用いたこと以外は実施例８と同様にした。すなわち
、ガラス上にポリイミド層を形成した後、開口部を有したニッケル層を形成して開口部を
有するニッケル層とポリイミド層の試験用積層体を得た。さらに、レーザーリフトオフに
よりポリイミド層をガラスから分離し、ポリイミド層に開口パターンを形成した。この積
層体の特性及び使用したポリイミド前駆体を表１に示す。
【００８０】
［実施例１９］
　厚さ１００μｍ、幅１００ｍｍ、長さ３０ｍの、ロール状に巻き取られた長尺状のイン
バーを、ロール・ツー・ロール方式の加熱炉に装着し、該長尺状のインバーを長手方向に
繰り出し、インバー上に、ポリイミド前駆体溶液３を、アプリケーターを用いて、熱処理
後のポリイミド層の厚みが０．８μｍとなるように塗布し、加熱炉に導入させて１００℃
で５分間の乾燥を行った。さらに、インバー上に形成されたポリイミド前駆体層上にポリ
イミド前駆体溶液２を、アプリケーターを用いて、熱処理後のポリイミド層の厚みが２５
μｍとなるように塗布し、加熱炉に導入させて加熱炉に導入させて１００℃で５分間の乾
燥を行い、二層のポリイミド前駆体層を形成した。さらに、該二層のポリイミド前駆体層
上にポリイミド前駆体溶液３を、アプリケーターを用いて、熱処理後のポリイミド層の厚
みが１．２μｍとなるように塗布し、１００℃、１５０℃、２００℃、２５０℃、３５０
℃でそれぞれ５分間の熱処理を行い、長尺状のインバーとポリイミド層の積層体を得た。
この際、搬送中のインバーに張力をかけ、加熱炉中のガイドロールに押さえつけることに
より、熱処理中のインバーを固定した。この場合、ガイドロールが固定部材である。ガイ
ドロールはインバーにのみ接触し、ポリイミド面には接触しないように配置した。この長
尺状のインバーとポリイミド層の積層体を１００ｍｍ×１００ｍｍの大きさに切り出した
試験用積層体の反りは０．４ｍｍであった。また、実施例１と同様にして、金属層に開口
部を形成すると共にポリイミド層に貫通孔（開口パターン）を形成した。この積層体の特
性を表１に示す。なお、ポリイミド前駆体溶液３をイミド化した単層ポリイミドフィルム
の熱膨張係数は５６×１０-6／Ｋであり、ポリイミド前駆体溶液２をイミド化した単層ポ
リイミドフィルムの熱膨張係数は０．５×１０-6／Ｋであった。この積層体の特性を表１
に示す。
【００８１】
［比較例１］
　ポリイミド前駆体溶液８を用いたこと以外は実施例１と同様にして、インバーとポリイ
ミド層の積層体を得た。この積層体の反りは１．９ｍｍであった。この積層体の特性を表
１に示す。
【００８２】
［比較例２］
　ポリイミド前駆体溶液３を用いたこと以外は実施例１と同様にして、インバーとポリイ
ミド層の積層体を得た。この積層体の反りは１．４ｍｍであった。この積層体の特性を表
１に示す。
【００８３】
［比較例３］
　ポリイミド前駆体溶液９を用いたこと以外は実施例８と同様にして、ガラス上にポリイ
ミド層を形成した。レーザーリフトオフを行ったところ、ポリイミド層が黒く変色し脆く
なり、良好なポリイミドフィルムは得られなかった。この積層体の特性を表１に示す。
【００８４】
［比較例４］
　ポリイミド前駆体溶液１０を用いたこと以外は実施例８と同様にしたところ、この積層
体の反りは１．１ｍｍであった。この積層体の特性を表１に示す。
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【００８５】
［比較例５］
　シート状のインバー（厚さ１００μｍ、１００ｍｍ×１００ｍｍ）とポリイミドフィル
ム（カプトンＥＮ－Ａ、厚さ２５μｍ、９０ｍｍ×９０ｍｍ）を、エポキシ樹脂系接着剤
を用いて接着し、バッチプレスで加圧しながら１２０℃で３０分保持し、ポリイミドとイ
ンバーの積層体を得た。このポリイミドフィルムの熱膨張係数は異方性があり、一方は６
．２×１０-6／Ｋであり、これと直交する方向は１３．０×１０-6／Ｋであった。この積
層体はポリイミドの熱膨張係数が１３．０×１０-6／Ｋの方向に沿って反りが発生してお
り、反りは０．６ｍｍであった。この積層体の特性を表１に示す。
【００８６】
　得られた積層体のインバー表面にドライフィルムレジストをラミネートし、ドライフィ
ルムレジストをパターニングし、そのパターンに沿ってインバーを塩化第二鉄水溶液でエ
ッチングし、幅３ｍｍ、長さ１０ｍｍの金属層の開口部を形成した。また、この開口部内
のポリイミドにＵＶ－ＹＡＧレーザー加工機により、径５０μｍの貫通孔となるように開
口パターンの形成を試みたが、貫通孔内の壁面のポリイミド層と接着剤の界面で凹凸が発
生し、良好な開口パターンは形成できなかった。
【００８７】
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【表１】

【００８８】
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【表２】

【符号の説明】
【００８９】
１:金属層、1a：開口部、２：ポリイミド層、2a：貫通孔、３：開口パターン、４：蒸着
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【図１】

【図２】



(31) JP 6949507 B2 2021.10.13

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  山田　裕明
            東京都千代田区外神田四丁目１４番１号　新日鉄住金化学株式会社内
(72)発明者  平石　克文
            東京都千代田区外神田四丁目１４番１号　新日鉄住金化学株式会社内
(72)発明者  王　宏遠
            東京都千代田区外神田四丁目１４番１号　新日鉄住金化学株式会社内
(72)発明者  石山　貴也
            東京都千代田区外神田四丁目１４番１号　新日鉄住金化学株式会社内

    審査官  山本　一郎

(56)参考文献  特開２０１５－１４５５２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２８３２６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１５／０４１１９０（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１６－０７４９３８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５５４３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５５４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１０６１８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０５９２６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｃ２３Ｃ　　１４／０４
              Ｈ０１Ｌ　　５１／５０
              Ｈ０５Ｂ　　３３／１０
              Ｃ０８Ｇ　　７３／１０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

